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OHIM，知的財産権の侵害に関する欧州監視部門の2014～2018年の多年次計画を公表 

 

2 0 1 4 年 2 月 6 日 

JETRO ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ事務所 

 

 欧州共同体商標意匠庁（OHIM）は，「知的財産権の侵害に関する欧州監視部門（European 

Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights）」（以下「欧州監視部門」という。）

の 2014～2018 年の多年次計画（「Multiannual Plan 2014 – 2018」）を公表した。 

 

 欧州監視部門は，知的財産権の侵害が EU 経済にとって脅威を増していることを背景に，

欧州委員会の内部に「欧州模倣品・海賊版監視部門（European Observatory on Counterfeiting 

and Piracy）」という名称で 2009 年に設立された。その後，2012 年 6 月 5 日に発効した規則

No. 386/2012 によって，アリカンテ（スペイン）に拠点を構える OHIM に移管されていた。 

 

 本多年次計画は，2011 年に策定された「OHIM 戦略（OHIM Strategic Plan）」1に沿って，

欧州監視部門を，加盟国当局，欧州連合（EU）組織及び市民社会組織を含む民間部門の活

動を円滑化し，支援する，情報収集のための卓越した研究拠点ないし中心的組織とするべ

く立案されたもの。本多年次計画によれば，EU の政策立案者がイノベーション及び創造を

経済発展の重要な要素として捉え，知的財産権の実効的な保護を極めて重要性の高いもの

と認識してきたところ，OHIM は，欧州監視部門について以下の「3 つの主要目標（three main 

goals）」を設定。そして，これら目標を達成するためのアプローチの 2 本柱として「欧州ネ

ットワークの強化」，「国際協力」を掲げる。 

 

 目標 1．政策立案者による実効的な知的財産政策の策定に役立つ事実及び証拠の提供 

 目標 2．知的財産侵害との戦いを強化するツールや資源の創出 

 目標 3．知的財産並びに模倣品及び海賊版の悪影響に関する啓発 

 

さらに，本多年次計画は，これらの目標は，以下の「5 つの活動方針（five Lines of Actions）」

に分類される，2018 年に向けたロードマップとして機能する「15 の主要取組（15 Key 

Initiatives）」によって達成されるとしている。 

 

＜活動方針 1＞EU 及び加盟国の政策立案者が実効的な知的財産エンフォースメント政

策を形成し，イノベーションと創造を支援することを可能とするための，根拠に基づ

く貢献とデータ 

                                                   
1
 OHIM の 2015 年までの活動の進ちょくのためのロードマップを示したもの。

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/strategic-plan 参照。 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/strategic-plan
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（主要取組 1）EU における知的財産の役割，重要性及び公衆の認識に関する根拠に基づ

くデータの提供 

（主要取組 2）EU における知的財産権侵害の範囲及び規模に関する根拠に基づくデータ

の提供 

 

＜活動方針 2＞知的財産侵害との戦いに当たって EU 及び加盟国当局を支援するための

データ，ツール及びデータベース 

（主要取組 3）知的財産侵害との戦闘のためのツールの開発 

（主要取組 4）判例法データベースの構築と，法の発展の監視 

（主要取組 5）加盟国内の孤児著作物に関するデータベースの提供 

（主要取組 6）知的財産において新たに生起する問題への理解の向上 

（主要取組 7）エンフォースメントのベスト・プラクティスの共有支援 

（主要取組 8）インターネット上の知的財産侵害との戦闘への貢献 

（主要取組 9）インターネットを介した商品及びサービスの合法な販売申出を拡大する

ビジネスモデルの発展の監視 

 

＜活動方針 3＞エンフォースメント当局及び企業（とりわけ中小企業）のための知識形

成及・学習プログラム 

（主要取組 10）研修を通じたエンフォースメント活動の支援 

（主要取組 11）中小企業の知的財産権保護・エンフォースメントの支援 

 

＜活動方針 4＞知的財産の価値及び知的財産侵害の悪影響に関する包括的啓発のための

キャンペーン 

（主要取組 12）公衆の関与を促す啓発 

（主要取組 13）教育における知的財産への認識の醸成 

 

＜活動方針 5＞EU 内外における権利者の知的財産権保護を支援する取組 

（主要取組 14）第三国において権利者がより適切に知的財産権を保護することの支援 

（主要取組 15）EU 外での技術協力活動への従事 

 

 

 なお，欧州監視部門は，2012 年 12 月には，2013 年の単年度の活動計画を公表していた。 

 

 

― 欧州監視部門の 2014～2018 年の多年次計画は，以下参照 － 

Multiannual Plan 2014 – 2013, European Observatory on Infringements of Intellectual Property 

Rights (PDF) 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/about_us/observatory_multiannual_plan_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/about_us/observatory_multiannual_plan_en.pdf
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― 欧州監視部門に関する欧州知的財産ニュースは，以下参照 － 

OHIM，知的財産権の侵害に関する欧州監視部門の 2013 年の活動計画を公表（2012 年 12

月 14 日）（PDF） 

OHIM，知的財産権の侵害に関する欧州監視機関の部長にマイヤー氏を決定（2012 年 9 月

16 日）（PDF） 

EU 理事会，知的財産権の侵害に関する欧州監視機関の OHIM への委任を決議（2012 年 3

月 29 日）（PDF） 

 

 

  （以上） 

http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20121214.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20121214.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20120916.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20120916.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20120329_2.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20120329_2.pdf

